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１ 業務の概要 
（１）業務名 
平成２７年度評価替え路線価付設業務 

（２）業務の目的 
本業務は、平成２７年度固定資産評価替えに向けて、宜野湾市の固定資産土地評価

の均衡化・適正化及び土地評価業務の効率化・高度化を図り、納税者への説明責任

を十分に果たせる固定資産土地評価体制の確立を目的とする。 
（３）業務の内容 
平成２７年度評価替え路線価付設業務仕様書のとおりとする。 
なお、本業務は平成２７年度評価替えに向けた３ヶ年度にわたる路線価付設業務の

第２年度の業務であり、第１年度の成果品等を引継いで業務を行うものとする。 
（４）業務の期間 
契約締結の日から平成２６年２月２８日までとする（平成２５年度分）。 

 
２ 基本数量 
本業務の提案にあたっては、以下の基本数量を前提に提案を行うものとする。 
① 総面積           １９．７０ｋ㎡ 
② 路線価付設業務対象面積   １３．４４ｋ㎡（市街化区域面積） 
③ 総筆数           約６５，０００筆 
 （宅地筆数）         約３２，０００筆 
④ 標準宅地数         約１４０地点 
⑤ 路線価付設本数       約２，６００本 

 
３ 委託費予算上限額 
７，９２７，５００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
※この金額は契約額や予定価格を示すものではない。提案にあたっては上記金額

を超えないものとする。 
 
４ 選定方法 
この業務は、公募により参加表明書を提出した者のうち、下記参加資格を満たす者

に提案書等の提出を求め、本市において最適と認められる提案を行った者を受託候

補者として選出する方法（公募型プロポーザル方式）による。 
 
５ 参加資格 
（１）県内に本社、支社、営業所を有する業者であること。 
（２）県内自治体において本件業務と同種の業務を受注した実績があること。 



（３）宜野湾市暴力団排除条例（平成２３年宜野湾市条例第１４号）第２条第１号に

規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員でないこと。 
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続開

始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく

再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
（５）宜野湾市にかかる市税の滞納がないこと。 

 
６ 参加表明書等の提出 
（１）提出書類 
① 参加表明書 ・・・１部 
② 会社概要書 ・・・１部 
③ 定款又は寄付行為及び履歴事項全部証明書 ・・・１部 

（２）提出期間  
平成２５年６月２０日（木）から平成２５年６月２８日（金）まで 

（３）提出方法 持参 
（４）提出場所 宜野湾市役所総務部税務課へ持参のこと。 
（５）その他 
ア 提出書類は、提出日現在における状況について記載すること。 
イ 提出書類の提出後、参加を辞退したい場合は、その旨を市長宛書面により提出

すること。 
 
７ 提案書提出の依頼 
６により参加表明書等の提出があった者の参加資格等を審査し、参加資格を有する

と認められた者にその旨を通知するとともに、提案書の提出を依頼する。審査の結

果、参加資格を有しないとされた者については、その旨を通知するものとする。 
（１）通知期日 平成２５年７月２日（火）発送予定 
（２）通知方法 書面による通知（郵送） 
 

 
８ 提案に必要な書類の作成、提出等 
（１）提案に必要な書類 
ア 提案書（任意様式）・・・９部 
イ 見積書（任意様式）・・・９部 
ウ その他パンフレット等・・・９部 

（２）提案書及び見積書の記載事項 
ア 提案書 



提案書の記載事項は以下のとおりとする。様式は任意形式とするが、Ａ４形式

とし、枚数は、表示、目次を含め概ね３０ページ以内、うちＡ３形式（折込み）

の使用は５ページ以内とする。 
① 実施方針 
平成２７年度評価替えに向けての具体的実施方針、年度計画等 

② 価格形成要因 
価格形成要因の基準、調査方法、有益な提案等 

③ 土地価格比準表 
格差率の基準、検証方法、有益な提案等 

④ 路線価付設 
路線付設の基準、検証方法、現地調査方法、有益な提案等 

⑤ 公的評価とのバランス調整 
検証方法、有益な提案等 

⑥ 相続税路線価との価格逆転等の検証方法 
検証方法、有益な提案等 

⑦ 審査申出や問い合わせ等への各種助言の方法、有益な提案等 
⑧ 評価業務効率化・高度化の提案 
⑨ 情報セキュリティ体制 
⑩ 受託した場合の配置技術者の氏名、資格、経歴等 
⑪ 路線価付設業務受注実績 
 
※ 今回の契約は平成２５年度分の業務であるが、今回契約に至った者と平成

２６年度分について随意契約をする予定のため、２ヶ年度分の業務提案を

記載すること。 
 

イ 見積書 
本業務に要する経費の見積もりを年度毎に内容が確認できるよう記載すること。 
（平成２５年度分、平成２６年度分） 

 
９ 本プロポーザルに関する質問及び回答方法等 
本プロポーザルに関する質問は、当要領、基本仕様書及び提案書等の作成に係る質

問に限るものとし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。 
 
10 プレゼンテーションの実施 
提案書に基づくプレゼンテーションの実施及び本市のヒアリングによる審査を行

う。説明時間は３０分以内とし、質疑応答は１０分間を目安とする。 



 
11 契約締結の交渉 
最優秀提案者として選定された提案者と契約締結の交渉を行う。契約交渉が不調の

時は、次点の者と契約締結の交渉を行うこととする。 
なお、今回契約する業務は平成２５年度分であるが、特別の事情が無い限り、今回

契約に至った者と平成２６年度分について随意契約をする予定である。 
 
12 留意事項 
（１）本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 
（２）参加表明書等及び提案書等は、それぞれの提出期限までは内容の変更等を行う

ことができるものとする。ただし、内容の変更等を行う場合は、提出期限までに変

更後の書類等を提出すること。 
（３）参加表明書等又は提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、参加資

格を取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置を取るものとする。 
（４）提出された書類等は、審査目的以外には提案者に無断で使用しない。 
（５）本プロポーザルの提案書作成のために本市から受領した資料等は、公表、また

は使用してはならない。 
（６）選定スケジュール（予定） 
実施内容 実施期間又は期日 
プロポーザル参加者の募集 ６月２０日（木）～６月２８日（金）まで 
参加表明書受付期間 ６月２０日（木）～６月２８日（金）まで 
参加資格の決定及び通知 ７月２日（火）発送予定 
提案書等の受付期間 ７月４日（木）～７月１２日（金）まで 
質問受付期間 ６月２０日（木）～７月５日（金）まで 
審査（プレゼンテーション） ７月１７日（水） 
審査結果の通知 ７月中旬 
契約締結の交渉 ７月中旬～ 
 
 
 
 

問い合わせ先 
〒901-2710 
宜野湾市野嵩１丁目１番１号 
宜野湾市役所 総務部税務課 
土地係 佐喜眞 
TEL：098-893-4411（内 234） 
FAX：098-892-7022 
E-mail: Soumu06@city.ginowan.okinawa.jp 


